
令和５年度三沢市結婚新生活支援金 Ｑ＆Ａ

Ｑ2-1  三沢市で婚姻届を提出した夫婦が対象ですか。

 対象となるのは、

 ①「夫婦共に、婚姻届提出時点で三沢市民であり、婚姻後も引き続き三沢市民であること」

 ②「夫婦共に、婚姻届を受理された時点で３９歳以下であること」

 ③「夫婦の所得が５００万円未満であること」

 上記①～③のすべてに該当する新婚世帯です。

 また、夫婦のいずれかが次の項目に該当する場合は、対象となりません。

 ・過去に当該補助金の交付を既に受けたことがある（他の自治体含む）場合

 ・公営住宅等の公的賃貸住宅を賃借している場合

 ・社宅、官舎、寮等の事業主から貸与されている住宅を賃借している場合

 ・３親等以内の親族及び姻族が所有する住宅又は賃貸住宅を賃借している場合

 ・３親等以内の親族及び姻族が役員である法人が所有する住宅又は賃貸住宅を賃借している場合

 ・国、県及び市等から受けた移転補償、損害補償及び支援金等により住宅を賃借している場合

 ・納期の到来した市区町村税を滞納している場合

 ・三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当する場合

 

Ｑ2-2  令和５年３月１日よりも前に婚姻届を提出し、受理された場合は対象となりますか。

Ａ
 対象となりません。

 対象となるのは、令和５年３月１日から令和６年３月２９日までに婚姻届を受理された夫婦です。

Ｑ2-3  夫（妻）は三沢市に住民登録をしていますが、妻（夫）が他の自治体に住民登録をしている場合は対象となりますか。

Ａ
 対象となりません。

 夫婦共に、婚姻届出時点から申請時点及び婚姻後も引き続き、三沢市民である必要があります。

Ｑ2-4
夫婦ともに申請時点では三沢市に住民登録をしていますが、申請直後転勤のため市外に引越予定の場合、対象となります

か。

Ａ
 対象となりません。

 申請後も引き続き三沢市民である方が対象です。

Ｑ2-5  再婚の場合は対象となりますか。

Ａ

 対象となります。

ただし、夫婦の一方又は双方が、過去に本支援金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けたことがある（他の自治体含む）場

合は、対象となりません。

Ｑ2-6  夫婦別世帯の場合は対象となりますか。

Ａ
 対象となりません。

 住民票上の同居・同一世帯となっている夫婦が対象であり、提出書類の「新婚世帯全員の住民票」で確認いたします。

２．対象世帯について

Ａ
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